
　

農
村
集
落
で
は
、
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
な
ど
の
「
人
と
農
地
の
問
題
」
に
つ
い
て
、

５
年
後
、
10
年
後
の
展
望
が
描
け
な
い
地
域
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
地
域
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

町
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
人
と
農
地
の
問
題
」
を
解
決
す
る
た
め
の
「
未
来
の
設
計
図
」
と
な
る
『
経
営
再

開
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
』
の
作
成
や
、
就
農
者
の
確
保
・
育
成
、
農
地
の
集
積
を
応
援
し
ま
す
。

　
『
経
営
再
開
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
』
は
、
意
向
調
査
に
基
づ
き
素
案
を
作
成
し
ま
す
の
で
、
プ
ラ
ン
へ
の
位
置

付
け（
農
地
の
借
り
手
・
貸
し
手
等
）を
希
望
さ
れ
る
農
業
者
は
、
経
営
再
開
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
意
向
調
査
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
経
営
再
開
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
意
向
調
査
票
は
農
家
組
合
を
通
じ
て
11
月
上
旬
に
配
布
し
ま
す
が
、
農

家
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
農
業
者
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
産
業
振
興
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ　

産
業
振
興
課
農
政
班　

☎（
84
）１
２
１
５

経
営
再
開
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
作
成
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

農
業
振
興
地
域
の
農
用
地
区
域
内
の
農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
に
変
更
す
る
場
合
、
転
用
手
続
の
前
に
農
用

地
区
域
か
ら
の
除
外（
ま
た
は
用
途
変
更
）手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

農
地
法
の
改
正
に
よ
り
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更（
農
振
除
外
）は
厳
格
化
さ
れ
、
両
総
用
水
受
益
地

及
び
土
地
改
良
事
業
等
完
了
後
８
年
未
経
過
の
農
地
は
、
直
接
地
域
農
業
の
振
興
を
図
る
目
的
で
の
施
設
の
建

設
以
外
は
除
外
で
き
ま
せ
ん
。

　

事
業
計
画
地
は
慎
重
に
選
定
の
う
え
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

受
付
期
間　

12
月
４
日（
火
）〜
12
月
28
日（
金
）　

※
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く

◎
受
付
か
ら
除
外
認
可
ま
で
に
は
、
お
お
む
ね
１
年
を
要
し
ま
す
。

◆
受
付
・
問
い
合
わ
せ　

産
業
振
興
課
振
興
班　

☎（
84
）１
２
１
５

農
地
転
用
を
希
望
す
る
方
へ

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
変
更
申
出
の
受
付

農業用廃プラスチックの処理を行います

◆申込・問い合わせ
　産業振興課農政班　☎84－1215

ところ　旧横芝行政センター
　　　　南側駐車場

　11月から平成25年 3 月まで、月に 1回全地区を対象とした農業用廃プラスチックの処理を行います。事前

に申込が必要ですので、各搬入日の 1週間前までに産業振興課へご連絡ください。

　また、廃プラスチック処理には農家登録番号が必要ですので、初めての方は申込の際に登録してください。

　当日は、旧横芝行政センターで放射線量検査を行い、各自で東金市の工場へ直接搬入することとなります。

搬　　入　　日
11月20日（火） 午前 9時～ 9時30分
12月18日（火） 午前 9時～ 9時30分

平成25年 1 月22日（火） 午前 9時～ 9時30分
2 月19日（火） 午後 1時30分～ 2時
3月19日（火） 午後 1時30分～ 2時
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